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一般取引条件 

フレンダー株式会社 

 

1. 定義 

 

「当社」とは、フレンダー株式会社をいう。 

「秘密情報」とは、口頭、視覚、書面、電子的、または有形もしくは無形のその他の形態による非公開

の専有情報または秘密情報（お客様または当社の営業秘密またはノウハウを含むがこれに限定され

ない）を意味し、「秘密」と表示または指定されているか否かを問わない。 

 

「契約等」とは、当社とお客様との間で合意を取り交わすことをいい、当社がお客様に見積書を提出し

お客様が見積書を参照した注文書を当社に送付すること、または当社とお客様との間で個別契約を

締結することをいう。 

 

「瑕疵」とは、第11.2条の除外を条件として、お客様に危険負担が移転した時点で供給品に存在した

状況に起因する、本一般取引条件等の明示的な条項に対する供給品の不適合を意味するものとす

る。 

「引渡し」とは、個別契約または見積書に定める場所での本物品の引渡し、または本サービスの履行

もしくは完了をいう。 

「引渡日」とは、引渡地点にて本物品を引渡すものとして両当事者が合意した日、または本サービスの

履行が完了した日をいう。 

「不可抗力事象」とは、一方の当事者の合理的な支配を超える事象を意味し、以下の事象を含むがこ

れに限定されない。 

a) 戦争行為、侵略行為、外敵による行為、敵対行為（宣戦布告の有無を問わない）、内戦、

革命、暴動、軍事力もしくは強奪された権力、またはテロ行為 

b) 核燃料または核燃料の燃焼による放射性廃棄物からの電離放射線または放射能汚染 

c) 拠点内に存在する、またはお客様によって、もしくはお客様のために拠点内に持ち込ま

れた有害物質または有毒な物質もしくは廃棄物（アスベストを含む）によって引き起こさ

れた汚染。ただし、当社または当社の人員によって引き起こされた汚染を除く。 

d) 積出港または荷揚港における船舶の混雑、封鎖、禁輸措置、輸送手段の不足、輸入規

制、または通貨規制 

e) 関係当局の作為または不作為（ただし、当該行為が、契約等の締結時に有効な強行法

規を遵守するために当局がいずれかの当事者に義務付けたものである場合を除く）、契

約等に基づく業務の遂行に関連する輸出許可の不承認、または伝染病、法律の改正 

f) サボタージュ、ストライキ、ロックアウト、怠業、またはその他の労働争議もしくは妨害行為 

g) 天変地異（あらゆる悪天候、自然災害、地震、火山活動、ハリケーン、サイクロン、洪水、

火災、津波、落雷を含む） 

h) 伝染病、パンデミック、隔離措置、およびこれらの事象に起因する事象または影響 

「本物品」とは、当社がお客様に販売する製品、ハードウェア、およびソフトウェア、ならびにこれらに関

連する付属品であって、見積書または個別契約に記載されているものを意味する。 
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「支払不能事由」とは、支払不能、破産、再編、解散、またはこれらに類似するその他の手続きを意味

する。 

「見積書」とは、お客様の要求に応じて発行される文書であって、お客様が当社からの見積書に同

意した場合に、当社が引渡しを確約し、売買の条件を拘束するものを指す。 

「個別契約」とは、当社とお客様との間で個別に取り交わす合意事項であって、書面（電子メールを

含む）により締結されるもの、電子署名により締結されるもの、またはウェブ上の電子署名ツールに

より締結されるものであって、本一般取引条件に基づくものをいう。 

「本サービス」とは、見積書に規定された、当社がお客様に提供する本サービス（追加サービスを含

む）を意味し、本サービスは両当事者が随時書面により変更することができるものとする。 

「サービス資材」とは、契約等に基づく業務の遂行に使用するため、当社が拠点に持ち込む資料お

よび機器をいい、サービスマニュアル、回路図、診断ソフトウェア、工具、および部品を含むがこれ

らに限定されない。 

 

 

2. 使用権 
2.1. 両当事者間で別段の明示的な合意がある場合を除き、供給品、本契約等に関連して当社が

提供するすべての文書（「文書等」という）、ならびに供給品および文書等の一部として提供さ

れるすべてのソフトウェア、ハードウェア、ノウハウ（「IPR」という）およびその他のものに関す

るすべての知的財産権（第15.1条で定義のとおり）は、当社の独占的所有物であり、当社に

帰属するものとする。 

2.2. お客様は、供給品およびその一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは複製

する（またはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは複製させる）権利をいずれも有

しないものとする。ただし、かかる制限が適用法令に基づいて強制できない範囲を除く。 

2.3. 文書等の利用については、当社が書面で明示的に別段の合意をしない限り、お客様自身の

人員による供給品の操作および定例的なメンテナンスに必要な範囲でのみ、改変することな

く行えるものとする。 

2.4. 第2条で付与された権利は、供給品すべての所有権が第三者へ移転する場合に限り、当該

第三者に移転できるものとする。当社およびその関連会社は、本契約等に基づき受領したデ

ータを独自の事業目的のために収集、使用、修正、およびコピーすることができる。ただし、

お客様の知的財産権を損なわないこと、および適用法令を遵守することを条件とする。また、

個人情報に関する法的義務はこれによって影響を受けないものとする。 

 
3. 見積書と承諾 

3.1. 本一般取引条件は、当社による見積書または個別契約に基づく取引に適用される。本一般

取引条件は、これを参照し、またはこれに添付される当社による見積書の一部を構成する。

本一般取引条件と矛盾する、または本一般取引条件を変更もしくは拒否することを意図する

条項が記載された、お客様からの注文を当社が承諾した場合であっても、かかる承諾から生

じる契約等は、当社が書面により変更に明示的に同意しない限り、本一般取引条件に従うも

のとする。 

3.2. お客様に対する書面による通知により事前に撤回されない限り、当社の見積書は、見積書に

記載された期間、または期間が記載されていない場合は見積書の日から30日間有効である

ものとする。 
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4. 価格と供給範囲 

4.1. 別段の定めがない限り、見積書に記載された物品の価格には、本物品の標準的な包装費お

よび輸送料が含まれている。ただし、お客様の要請により引渡し場所または引渡しのスケジ

ュールが変更された場合は、追加料金を請求できるものとする。 

4.2. 見積書に具体的に記載されていない限り、以下の項目は見積書の金額に含まれない。 

a) 交換および修理作業 

b) アプリケーションの開発と更新作業 

c) ソフトウェア アップデート作業 

d) 立合検査 

e) 当社が定義するもの以外の品質検査 

f) 見積書に明記されていないその他の物品およびサービス 

4.3. 引渡しは、個別契約に記載された標準製品または技術仕様に関する当社のカタログに従っ

て行われるものとする。 

4.4. 本物品がより小さい品目に分割可能な場合、当社はいつでも本物品を分割して引き渡す権

利を保持する。 

4.5. 当社の価格は、為替レートの変動、上昇、および下降、または注文承諾後に調整が必要とな

るその他の状況により変更される場合がある。 

4.6. 価格には消費税及びその他の税金は含まれておらず、これらは、法令に別段の定めがある

場合を除き、お客様の負担とする。 

 
5. サービス 

5.1. 当社は、見積書（料金表を含む）に示された通りに本サービスを実施する。 

5.2. サービス提供時間は、見積書に記載されている時間、または記載がない場合当社の通常の

勤務時間とする。当社が通常の業務時間外に本サービスを実施する場合、当社は、料金表

に従って、または料金表が適用されない場合は合理的な料金および価格に従って、追加費

用をお客様に請求できるものとする。 

5.3. 当社は、当社の労働、健康、安全、および環境に関する規程および手順に従って、契約等に

基づくすべての本サービスを実施する。専門的な安全機器または要件に関連する費用は、

お客様が負担するものとする。 

5.4. お客様は、追加的な本物品およびサービスの提供を当社に要請することができ、当社がそ

の履行に同意した場合、契約等は、それらの追加的な本物品およびサービスについても適

用されるものとする。 

 

5.5. 当社は、合意された回答時間が存在する場合はその時間内に本サービスを提供するよう、合理

的な努力を払うものとする。 

5.6. 以下のものは、実施される本サービスには含まれず、追加料金が適用される場合がある。 

a) 雷害または電磁気干渉による不具合の修正 

b) 誤用、過失、本物品に関する指示の不履行、または本物品に対する無許可の改

造もしくは変更に起因する不具合の修正 

c) 供給電力の不具合または変動に起因する不具合など、本物品の外部に起因する

不具合、および通常の摩耗の結果ではないその他の不具合の修正 

d) 状況に応じる形で複数の専門エンジニアを派遣し、拠点にて立ち会い、不具合を

診断し、修理サービスを実施する必要が生じた場合 



フレンダー株式会社一般取引条件 2023年7月15日 

 

4  

e) 本物品のバッテリーなどの消耗品の交換 

f) お客様が要求した本物品の変更または拡張 

g) 本物品の土木的もしくは構造的瑕疵もしくは不具合、または大型回転プラントの不

具合などの壊滅的不具合 

5.7. お客様は、本サービスの試運転、検収および使用に必要なすべてのライセンス、許可および

認可を申請し、取得するものとする。 

5.8. 当社は、お客様の拠点内で本サービスを実施する場合、お客様の拠点内の規則および規定

に従うものとする。ただしその条件として、お客様は、本サービスを実施する前の合理的な期

間内に、当該拠点において施行されている関連するすべての拠点規則および規制について、

書面にて当社に通知するものとする。 

 
6. 引渡し 

6.1. 物品の引渡日および引渡場所は、個別契約または見積書に従うものとする。 

6.2. お客様は、本物品の引渡しに必要な、引渡場所での検収に関して、事前に適切な準備と手

配を行うものとする。 

6.3. 本物品のいずれかの部分の破損または損失のリスクは、合意されたインコタームズに従って

引き渡された時点でお客様に移転するものとする。 

6.4. お客様の義務の履行（図面の提出、本物品に搭載される部品の提供など）の遅延により、個

別契約に規定された当社の義務を履行することが困難な場合、または第三者もしくは不可抗

力により当社の履行が遅延もしくは阻害された場合、当社は当該遅延に対する責任を免れ

るものとする。 

6.5. 物品の引渡しの準備が整った旨の通知の日から7日間を経過した後、当社の合理的な支配

を超える何らかの理由により引渡しが遅延した場合、当社は、当社の敷地内または他の場

所での本物品の保管を手配できるものとする。お客様は、適用される全ての保管料、保険料、

運送料、および荷扱い費用を含む全ての関連費用を支払うものとする。当社は、お客様と当

社の協議により、本物品の引渡日の全部または一部を変更できるものとする。 

6.6. 当社のみに起因する事情により、当社が引渡日までの本サービスの履行または本物品の引

渡しを遅延させた場合であって、当該遅延の結果、お客様が損害を被った場合、お客様は、

遅延が生じた丸一週間ごとに、遅延した本物品およびサービスに対して支払われるべき代金

の払い戻しを、週あたり0.5％の割合で、ただし、本物品およびサービスの未引渡部分に対し

て支払われるべき代金の合計額の5.0％を超えない範囲で請求できるものとする。 

6.7. 当該支払いは、お客様の唯一かつ排他的な救済であり、本物品およびサービスの遅延によ

りお客様が被った損失を完全に回復させるものであり、お客様が当社に対して持ち得るその

他の権利に代わるものとする。 

6.8. 本条に定める場合を除き、当社は、本物品の遅延について責任を負わないものとする。 

 

7. お客様の義務 

7.1. お客様は以下を行うものとする。 

a) 当社が拠点に滞在するよう求められる時期について、合理的な事前通知を行うこと。 

b) すべての問い合わせに速やかに回答し、当社が本物品および本サービスを提供するため

に必要な、完全かつ正確な情報および文書を提供すること。 

c) 本物品およびサービスに必要な通関手続きを実行し、認可、ライセンス、または許可を取

得し、維持すること。 
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d) 当社が拠点に入場できるようにし、当社の人員が顧客の拠点に到着後直ちに契約等に基

づく作業を安全に開始できるよう、必要なすべての措置（計画された本サービスのスケジ

ュール組みを含む）を講じること。 

e) 当社の人員が、契約等に基づく作業を中断することなく実施するために十分に入場しアク

セスできるようにすること。 

f) 地下ケーブルおよびパイプの位置、ならびに構造物の静的データに関する必要な情報をす
べて提供すること。 

g) 機器が稼動している間、製造者が指定した環境条件を維持すること。 

h) 機器を操作する人員が、その操作について適切な訓練を受けているよう徹底すること。 

i) 当社が書面で別段の同意をした場合を除き、機器の修正、改造および修理を試みないこと。 

j) 本物品および工具の保管のために、結露、埃および熱のない、適切で安全な保管スペース

を当社に提供すること。 

k) すべての適用法令、ならびに労働、健康、安全、および環境に関する日本の基準の要件を

遵守するよう、拠点を安全かつセキュリティが保たれた状態にし、当社の全従業員を適切に

拠点に就労させること。 

l) 契約等に基づく作業遂行のために、適切な電力供給ならびに作業場所の照明および換気を

行うこと。 

m) お客様の担当者の詳細情報を当社に提供すること。 

n) 追加サービスの遂行に関する口頭での指示があった場合、お客様の担当者に、これを確認

する注文書を当社に対して発行させること。 

7.2. お客様が本条に基づく義務を履行しない場合、引渡日および本サービスの履行時期は、お

客様の義務が履行されるまで延長されるものとし、お客様は、かかる遅延により当社に発生

した合理的な費用を当社に支払うものとする。 

 
8. 検収 

8.1. 引渡後3営業日以内にお客様から苦情等の連絡がない場合、物品は正式に引渡され、受け

渡されたものとみなす。 

8.2. 本物品の機能に影響を与えない軽微な瑕疵、または本物品の仕様からの逸脱のうち本質的

でないものは、検収拒否の理由に含まれないものとする。 

8.3. 当該検査または受入試験中に本物品に瑕疵があることが判明した場合、当社は、当該瑕疵

を（瑕疵担保責任期間中に発生したものとして）本条に基づき補修するものとする。当社の責

任がある場合は、第13条に規定されるとおり制限されるものとする。 

8.4.本物品が商用として使用された時点で、本物品は検収され、すべての検査および受入試験に

合格したものとみなされる。 

 
9. 支払い 

9.1. 両当事者間で書面による別段の合意がない限り、お客様は、当社から請求された全ての金

額を請求日から30日以内に支払うものとする。 

9.2. 当社は、その裁量により与信枠を設定することができ、引渡し前であればいつでも与信枠を

撤回できる権利を留保する。 

9.3. お客様が支払不能事由に陥った場合、お客様は期限の利益を喪失するものとする。 

9.4. お客様は、当社が発行した請求書に記載された支払期日までに、当社の指定口座に銀行振

込にて支払いを行うものとする。 

9.5. 支払期限は、前項に定める個別契約においてより長い支払条件が合意されている場合を除

き、請求書に支払期限の記載がない場合は、出荷準備完了の通知後、請求書提出から1週
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間以内とする。当社は、本物品の引渡しに先立ち、個別契約に定める金額の最大100%まで

の前払いを要求する権利を有するものとする。 

9.6. 本物品の所有権は、すべての支払いが完了した時点で、当社からお客様に移転するものとする。 

9.7. お客様またはお客様の代理人、コンサルタント、従業員、役員、代表者、もしくはその他の請

負業者によって本物品の引渡しが遅延した場合、契約等に基づく作業が履行できる状態に

なったことを当社が通知してから30日以内に、遅延した本物品に対する契約価格の全額をお

客様が当社に支払うものとする。 

9.8. 当社は、年率14.3％の日割計算による利息をお客様に請求する権利を有するものとする。 

9.9. 支払期日までに支払いが行われない場合、または支払遅延期間に対応する利息が支払わ

れない場合、当社はお客様との個別契約の解除を要求し、本物品の返却を要求できるもの

とする。その場合、お客様は撤去および返還に必要なすべての費用を負担するものとする。

さらにお客様は、本物品の撤去・搬出等により当社が損害を被った場合、その損害を全額賠

償するものとする。 

 
10. ソフトウェア 

10.1. 本物品に組み込まれたソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」という）に関する権利（知的財産

権など）は、本物品の所有権が当社からお客様に移転した後も、本物品または本ソフトウェア

の製造者または開発者に帰属するものとする。 ただし、お客様は、お客様が本物品の所有

権もしくは本物品の使用権、または本物品に関するその他の法的権利を有する期間に限り、

本ソフトウェアに関する権利を侵害しない範囲で本ソフトウェアを使用する権利を有するもの

とする。 

10.2. お客様は、本ソフトウェアの全部または一部の複製、解析、開示、頒布、転用、再販売、譲渡

等をいずれも行わないものとする。 

10.3. 本物品または本ソフトウェアの製造者または開発者が、本ソフトウェアに関する知的財産権

またはその他の権利が侵害される可能性があると判断した場合、当社はいつでも、お客様

が保有する本ソフトウェア、そのコピー、および本ソフトウェアに関する資料を回収し、本物品

から除去し、または改変できるものとする。 

10.4. お客様は、本物品を譲渡または再販売する場合に限り、本条第1項でお客様に付与された本

物品の使用権の範囲内で、本物品の使用権を第三者に譲渡できるものとする。この場合、お

客様は当該第三者に対し、お客様が当社に対して負う義務と同じ義務を課すものとする。 

10.5. お客様、またはお客様から物品を購入した第三者が関与したことにより、当社、または本物

品もしくはソフトウェアの製造者もしくは開発者に損害を与えた場合、お客様は当該損害を賠

償するものとする。 

 

11. 保証 

11.1. 本物品の保証期間は、危険負担が移転した日から12ヶ月間とする。本サービスについて提

供される保証は、本サービスの完了および検収から12ヶ月間とする。 

11.2. お客様が保証期間中に瑕疵を発見した場合、お客様は当該瑕疵を書面にて、かつ不当な遅

延なく当社に通知しなければならない。当社は、独自の判断により、合理的な期間内に修理、

交換、または再実施する義務を負うものとする。この目的のために、お客様は、不適合であ

る本物品について作業を行うためのアクセスを当社に許可し、必要な分解および再組立を行

い、操作およびメンテナンスのデータへのアクセスを提供するものとし、これらはすべて当社

に無償で提供されるものとする。お客様は、当社の要求に応じて、交換した部品または物品
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の所有権を当社に移転させるものとする。この期間中に交換された部品または物品に関連

する保証は、当初の期間を3ヶ月超えない範囲で延長される。いかなる場合においても、当初

の保証期間は再開しないものとする。 

11.3.  瑕疵のある物品の分解および撤去、履行場所への返送、ならびに履行場所から設置場所

への返送（返送を含む）は、保証の場合、お客様が行うものとする。当社は、瑕疵が発生した

場合に発生する撤去、設置、および輸送の費用を、製品価格の最大10％まで負担する。 

11.4. 瑕疵が以下の行為または事象のいずれかに起因する場合、当社は責任を免除されるものとす
る。 

a) 不可抗力事象に起因する損害または不具合 

b) お客様、または当社の指示を受けていない第三者による、過負荷状態、誤った

メンテナンス、設置、または修理によって生じた損害 

c) 取扱いの誤りまたは過失に起因する不適合、ならびに取扱説明書、保守説明書

およびその他の文書に記載された指示または推奨事項を守らなかったこと 

d) 製品または製品の部品が、他の製品またはモジュールと組み合わされたこと、または他

の製品またはモジュールへの本製品または本製品の部品の取り付けに関連して発生し

た損害であって、製品または製品の部品がこのような方法で組み合わされなかったか、

取り付けられなかった場合には当該損害が発生しなかった場合 

e) お客様、または当社の指示を受けていない第三者による無許可または不適切な修正、

変更、または修理。ただし、かかる修正、変更、修理が文書において明示的に許可され

ている場合を除く。 

f) お客様が提供した資料・資材、またはお客様が定めた、または事前に定義した仕様また

は設計に起因する瑕疵 

g) 適切な設置環境を提供しなかったこと、不適切な設置、不適切な保管（設置前）、また

は各機器のマニュアルに記載されている警告から逸脱し、またはこれを遵守しなかっ

たことに起因する瑕疵 

h) 通常の磨耗、劣化、または消耗部品 

i) ギヤボックスの設計上の不備または特性であって、お客様がかかるギヤボックスまたは

他のサプライヤーの同型のギヤボックスの運転経験により既に知っているもの。ただし、

お客様がかかる設計上の不備または特性の変更を明確に要求し、当社がかかる変更

が可能であることを検査報告書で確認し、フィールドサービスの一環として当社がその

ような変更を行う場合を除く。 

j) 本物品それぞれの使用を著しく損なわない瑕疵 

11.5. 個別契約に別段の定めがある場合を除き、第三者の定める保証は、当社が当該第三者から

調達する製品に適用されるものとする。 

11.6. 本物品の瑕疵に対応するために必要な時間及び機会が当社に十分に付与されているにも

かかわらず、当社が本物品に対応できない場合、又は当該瑕疵に対応できないと当社が判

断した場合、お客様は、当社に対し、本物品の値引きまたは個別契約の解除（瑕疵のない部

品がお客様によって必要とされない場合に限る）を請求できるものとする。 

11.7. 当社は、本条に定めるもの以外、本物品について、瑕疵担保責任、債務不履行責任その他

の損害賠償責任を負わないものとする。従って、本物品の使用が不可能となり、または本条

の上記の各項に定めのない根拠でお客様その他の第三者が損害を被った場合であっても、

当社は一切の補償を行わないものとする。 

11.8. 本条に記載された請求および権利は最終的なものである。重大な瑕疵に起因するその他の

請求および権利はすべて排除される。 

 
12. 不可抗力 
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12.1. 不可抗力事象により、一方の当事者が契約等に基づく義務（支払義務を除く）の一部または

全部を履行することができなくなった場合、当該当事者は、当該義務の履行が妨げられなく

なるまでの間、当該義務を履行する義務を負わないものとし、当該義務を履行するための期

間は、遅延の期間に等しい期間だけ延長されるものとする。 

12.2. 一方の当事者が不可抗力事由により180日を超えて義務の履行を妨げられたか停止した場

合、いずれかの当事者は、相手方当事者に書面で通知することにより、契約等を解除できる

ものとする。 

12.3. 一方の当事者が本条に基づき契約等を解除した場合、両当事者の権利および義務は消滅

するが、すでに発生した各当事者の権利および救済措置は影響を受けないものとする。当該

解除になり次第、お客様は、責任が法律上制限または排除される範囲を除き、当社に以下

の支払いを行うものとする。 

a) 契約等に基づき実施された作業に対し、当社に支払うべきすべての金額 

b) 契約等に基づく作業のために当社が合理的に発注し、かつ当社が検収する義務

を負う資材および機器の費用（利益および諸経費を含む） 

c) 当社の人員を復帰させる合理的な費用（利益および諸経費を含む） 

d) 支払うべき契約価格の残額の30％ 

12.4. お客様（またはお客様の代理人、コンサルタント、従業員、役員、代表者、その他の請負業者）

の作為または不作為、法律の改正、拠点への入場制限、その他の不可抗力事由により、当

社に遅延が生じた場合は、以下のとおりとする。 

a) 当社による義務の履行期限は、遅延期間と同じ期間延長されるものとする。 

b) お客様は、責任が法律上制限または除外される範囲を除き、当該遅延の結果、

当社が被った利益および経費を含むすべての追加費用を当社に支払うものとし、

これには、当社の人員が遊休または待機していたこと、当社の人員が人員整理の

対象となるか再就職を余儀なくされたこと、当社の人員が当社の通常の勤務時間

外に契約等に基づく業務を遂行すること、または追加の出張を行うことを要求され

たことによる支出も含まれる。 

 
13. 責任の制限 

13.1. 契約等のその他の規定にかかわらず、また、責任が法律上制限または排除できない範囲を

除き、以下のとおりとする。 

a) 契約等に起因または関連する当社の責任の総額は、1件につき契約価格の50%

を上限とし、いかなる状況においても、合計で契約価格の100%を超えないものと

する。 

b) 当社は、いかなる場合においても、経済的損失、契約の喪失、利益または収益

の喪失、事業の中断、生産の喪失、生産の停止、情報またはデータの喪失、電

力の喪失、代替電力、資本コスト、利息の喪失、お客様の第三者との契約に基づ

く損害、間接的または結果的な損失および損害について責任を負わないものと

する。 

13.2. この責任の制限および排除は、責任が法律上制限または排除できない範囲を除き、責任の

主張が契約違反、不法行為（過失を含む）、保証または賠償規定に基づくものであるか、法

令に基づくものであるか、衡平法等に基づくものであるかを問わず適用されるものとする。本

契約等に基づくか関連する当社の一切の責任は、責任が法律上制限できない範囲を除き、

保証期間の満了とともに消滅するものとする。ただし、かかる責任は、お客様によって引き起
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こされた、またはお客様が原因の一部となった作為または不作為の程度に応じて軽減される

ものとする。 

13.3. 当社は、適用される法律に従い、人身傷害および故意の行為または不作為に対して責任を

負うものとする。 

13.4. 第三者が本物品もしくはその一部の所有者となった場合、もしくは本物品もしくはその一部に

おけるその他の権利を取得した場合、当社が第三者の部品に対して作業を行う場合、また

は、第三者が所有もしくは運営する場所で作業が履行または実施される場合、お客様は、当

該作業に起因して当社ならびにその下請業者、二次サプライヤー、代理人、顧問、取締役、

および従業員がこれらの第三者およびお客様に対して負う責任の合計が、本第13条で合意

された責任の限度を超えないことを規定する書面による保証を当該第三者から得るものとす

る。いかなる場合においても、お客様は、責任が法律上制限または排除ができない範囲を除

き、前述の責任上限を超える請求から当社を免責し、補償するものとする。 

 
14. 守秘義務 

14.1. 各当事者は、相手側当事者の秘密情報[以下に定義]が貴重であることを認め、かかる秘密

情報を秘密にし、その代表者にかかる秘密情報を秘密にさせ、自己が保持するかかる秘密

情報の秘密性および機密性を保持することを確約する。 

14.2. 両当事者は、相手方から提供された秘密情報を当事者間の契約等の目的にのみ使用し、そ

の秘密を保持するものとする。 

14.3. 上記を条件として、両当事者は、 

a) 秘密情報を、その関連会社、ならびに受領側当事者およびその関連会社の

役員、取締役、従業員、代表者、請負業者、下請業者、弁護士、またはその

他の顧問（総称して「関係者」という）であって、契約等の目的で当該秘密情

報を知る必要が合理的にある者に開示することができる。ただし、かかる関

係者は同等の守秘義務に拘束されるものとする。秘密情報を開示した当事

者は、関係者がかかる義務に違反した場合、責任を負うものとする。 

b) 以下のいずれかに該当する秘密情報については、これを開示できるものとする。 

(i) 受領側当事者の過失による場合を除き、公知であるか、公知となった場合 

(ii)  第三者によって受領当事者に誠実に開示された場合であって、かかる第三

者が当該開示を行う権利を有する場合 

(iii) 受領当事者が秘密情報に依拠することなく独自に開発した場合 

(iv) 相手方当事者が秘密情報を開示する前に、受領当事者が知っていた場合 

(v) 法律上義務付けられた場合（ただし、受領側当事者は、開示側当事者にかか

る義務を適時に通知する義務を負う）、または管轄権を有する裁判所、政府

機関もしくは規制当局による規則もしくは命令により開示が義務付けられた

場合 

14.4. 本守秘義務は、本契約等の満了または終了後3年間存続するものとする。 

 
15. 知的財産権 

15.1. 本物品に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ）、特許権、商

標権、意匠権、およびその他一切の知的財産権（契約等の時点で存在しているか、その後創

出されたものかを問わず、これらを総称して「知的財産権」という）は、引き続き当社に帰属す

るものとする。 
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15.2. 関係する両当事者間で別段の合意がない限り、当社は、第三者の知的財産権を侵害しない

状態で本物品を提供するものとする。 

15.3. 本物品が何らかの知的財産権を侵害し、お客様が第三者から苦情、要求、差止め、または

その他の主張（以下、総称して「知的財産権侵害に関する請求」という）を受けた場合、当社

はお客様に関して以下の措置を講じるものとする。 

15.4. 当社は、自己の費用負担にて、本物品を使用するために必要な権利を取得し、知的財産権

の侵害を回避するように本物品を修正し、または同等の代替品と交換するものとする。ただ

し、これらの措置が合理的に可能でない場合、お客様は本物品を返品できるものとする。上

記のいずれもが合理的に可能でないと当社が判断した場合、当社は、本物品の該当部分を

引き取ることができるものとする。 

15.5. 前号に規定される当社の義務は、お客様が知的財産権の侵害に関する請求を直ちに当社

に書面で通知し、かつ当社が紛争解決の交渉権を保持する場合にのみ適用される。 

15.6. 前項の規定は、知的財産権の侵害に関する請求が次の各号に該当する場合には適用され

ないものとする。 

a) お客様の責に帰すべき場合、またはお客様の指示により生じた場合 

b) 当社が予見しなかったお客様の使用方法によって生じた場合 

c) お客様による本物品の改変、または関連会社以外の本物品との組み合わせ

によって生じた場合 

15.7. 本条に定める請求以外、当社は、お客様に対する知的財産権の侵害に関する請求について

責任を負わないものとする。 

 

16. 譲渡 

16.1. お客様は、個別契約から生じる権利・義務の一部または全部を、当社による事前の書面によ

る承諾なしに第三者に譲渡してはならない。 

16.2. 当社は、契約等またはその一部を、関連会社、すなわち直接もしくは間接的に当社に支配さ

れ、当社を支配し、または直接もしくは間接的に当社を支配する法的主体（「法人」という）に

支配される法人（「関連会社」という）に譲渡できるものとする。 

16.3. 当社はさらに、当社の事業または事業の一部が第三者に売却または譲渡される場合、契約

等の全体またはその一部を第三者に譲渡する権利を有するものとする。 

 
17. 解除 

17.1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると認識した場合、何らの催告を要すること

なく、直ちに個別契約の全部または一部を解除できるものとする。 

a) 支払不能事由にあたるとの主張または申立てがあり、監督官庁による事業廃止ま

たは停止処分の対象となった場合 

b) 解散し、または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡し、もしくは譲渡する

ことを決議した場合 

c) 当社の社会的評価または信用が傷つけられ、または傷つけられる可能性がある場合 

d) 本一般取引条件または個別契約の重要な条項に違反した場合 

e) その他個別契約の目的を達成することが困難と認められる相当の理由がある場合 

17.2. お客様は、前項各号のいずれかに該当する事態が発生した場合、当社に対する全ての債務

について期限の利益を自動的に喪失し、直ちに当社に未払金を全額支払うものとする。 

17.3. お客様は、以下の場合に限り、契約等の一部または全部を解除できるものとする。 
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a) 作業の完成遅延、または場合によっては作業の実施遅延について当社が責任を負

う場合。ただし、適切な時間延長が与えられても当該完成または実施に至らなかっ

たことを条件とする。 

b) 当社による重大な契約等の違反があった場合で、以下の各号が該当する場合 

(i) お客様が当社に対し、当該違反および解約の意思を書面で通知したこと 

(ii) お客様が、違反を是正するための適切な時間を当社に与え、当社は、適切な

時間を与えられた後でも違反を是正しなかったこと 

 

18. 反社会的勢力との関係排除 

18.1. お客様は、以下の各号のいずれにも該当しないこと、および将来にわたっても以下の各号に

該当する行為を行わないことを表明し、保証する。 

a) 暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する企業または団体、総会屋、またはその

他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）であるか、反社会的勢力であった日から

5年が経過していないこと 

b) その役員または経営を実質的に支配している者が反社会的勢力であるか、反社会的勢

力であった日から5年が経過していないこと 

c) その親会社もしくは子会社（いずれも会社法に定めるものをいい、以下同様とする）または

個別契約の履行のために再委託を受けた第三者が前2号のいずれかに該当すること 

18.2. お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、別途の催告を要することなく、直ち

に契約等の全部または一部を解除できるものとする。 

a) お客様が前項各号のいずれかに該当する場合 

b) 当社に関して脅迫的な言葉や暴力が使用された場合、または当社の社会的評価

もしくは信用を傷つける行為が行われた場合 

c) 不正な手段または力を用いて当社の事業が妨害された場合 

d) 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」において排除対象とさ

れている不当な要求が当社に対して行われた場合 

e) 反社会的勢力である第三者を、お客様の指示に従い、前3号に定める行為に従事

させた場合 

f) お客様、役員または経営を実質的に支配している者が反社会的勢力に資金を提

供する等の活動を助長する行為を行っている場合 

g) 親会社、子会社または個別契約を履行するために再委託した第三者が前5号の

いずれかに該当する行為を行った場合 

18.3. 前項により個別契約が解除された場合、お客様は、当社が被った損害を賠償するものとする。 

 
19. 輸出管理規則 

19.1. お客様が、当社が引き渡した物品（ハードウェア、ソフトウェア、および技術のいずれかまた

は複数、ならびに対応する文書であって、提供形態の別を問わない）または当社が実施した

作業およびサービス（あらゆる種類の技術サポートを含む）を全世界の第三者に移転する場

合、お客様は、適用されるすべての国内および国際（再）輸出規制を遵守するものとする。い

かなる場合においても、お客様は、日本、ドイツ連邦共和国、欧州連合、および該当する場

合はアメリカ合衆国の（再）輸出規制を遵守するものとする。 

19.2. 輸出管理検査を実施する必要がある場合、お客様は、当社の要請に応じて、当社が提供す

る物品、作業、およびサービスの特定の最終需要者、仕向地、および用途に関するすべての
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情報、および既存の輸出管理規制を当社に速やかに提供するものとする。 

19.3. お客様は、自身による輸出管理規制の違反に起因または関連する請求、法的手続き、訴訟、

罰金、損失、費用、および損害から当社を免責し、その全損害を賠償するものとし、お客様は、

かかる違反がお客様の過失によるものでない限り、その結果生じる全ての損失および費用

について当社に賠償するものとする。この規定は、立証責任の変更を意味するものではない。 

 

20. 紛争解決 

 

20.1. 契約等に起因または関連して両当事者間で紛争または見解相違が生じた場合（「本紛争」と

いう）、本紛争の対象となった事項の詳細を記載した紛争通知（「紛争通知」という）により、相

手方当事者に通知するものとする。 

20.2. 紛争通知がなされた場合、本紛争は、両当事者のそれぞれの最高経営責任者（またはその

代理人）に付託され交渉が行われるものとする。 

20.3. 紛争通知後21日を経過しても、最高経営責任者（またはその代理人）間で双方が満足する解

決がなされない場合、本紛争は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、仲裁人1名に

よる仲裁によって最終的に解決されるものとする。 

20.4. かかる仲裁の裁定は、両当事者を最終的に拘束するものとする。仲裁地は、日本国の東京

とする。仲裁手続きは日本語で行われるものとする。 

20.5. 本条に基づく仲裁へ付託したといえども、契約等に基づくその他の義務は、いずれの当事者

からも免除されるものではない。この義務には、仲裁手続中であっても、合理的に実行可能

な限りにおいて、契約等の進捗を維持すべく必要な措置を講じる義務が含まれる。 

 

21. 通知 

 

契約等に基づき行われる通知は、書面により行われるものとし、直接手渡すか、本条に定める目的

のために当事者が他方に通知するアドレスまたは所在地に宛てて、相手方当事者に電子メールまた

は料金前払郵便（日本国外を発着地とする場合は航空便）で送付されるものとする。いかなる通知も

以下の時に送達されたものとみなされる。 

a) 直接手渡しの場合は、手渡しの時 

b) 電子メールによる送信の場合は、通知された電子メールアドレスに届いた時 

c) 郵送の場合は、投函日から3日後（日本国外発着の場合は7日後） 

 

 

22. 適用法令 

契約等は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。国際物品売買契約に関する国

際連合条約（CISG）は適用されない。 

 
23. 一般規定 

23.1. 優先順位 

本一般取引条件と見積書に相違がある場合は見積書に記載された条件が優先して適用され、

本一般取引条件と個別契約に相違がある場合は個別契約に記載された条件が優先して適用さ

れるものとする。 
23.2. 適用の優先順位 

本一般取引条件の英語版と日本語版との間に乖離がある場合は、日本語版の本一般取引

条件が優先するものとする。 

23.3. 分離可能性条項 
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a) 本一般取引条件に定めのない事項、または本一般取引条件および個別契約に関する解

釈の曖昧さについては、本一般取引条件および個別契約の内容に従い、お客様と当社と

の協議により解決するものとする。 

b) 本一般取引条件および個別契約のいずれかの条項が法律上無効となった場合であって

も、本一般取引条件および個別契約のその他の部分は、継続して完全に効力を有するも

のとする。 

c) 本契約等の修正、変更、または追加は、権限を有する両当事者の代表者が署名した合意

書の形式で書面で行わなければならない。 


